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令和６年度一般会計補正予算（第２号） 

 

 事業規模        ７７８，７４９千円 

   

 

補正予算の概要 

事   業   名 事業費（千円） 

１ 低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業 ７７２，６１３ 

２ 文化会館修繕工事 ６，１３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

総務部税務課 保険福祉部社会福祉課 企画政策部経営企画課       

事業名 低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業 

事業費 772,613 千円 

対 象 

【低所得者支援給付金】 

①新たに令和６年度住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯

の世帯主 

②新たに令和６年度住民税所得割（減税前）が課せられていない者

のみで構成される世帯（①を除く）の世帯主 

【定額減税補足給付金】 

定額減税可能額が減税前税額を上回る（減税しきれない）と見込ま

れる所得税・住民税の納税義務者 

目 的 

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣議決

定）を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定

額減税と併せて給付事業を行う。 

内 容 

【低所得者支援給付金】 

・新たに令和６年度住民税均等割非課税者のみで構成される世帯の

世帯主・・・10 万円/世帯 

・新たに令和６年度住民税所得割（減税前）が課せられていない者

のみで構成される世帯主・・・10 万円/世帯 

・上記給付世帯の中で、基準日において同一世帯となっている 18 歳

以下の児童・・・５万円/児童 

【定額減税補足給付金】 

次の①と②の合算額（合算額を万円単位に切り上げる） 

①所得税分定額減税可能額－令和６年分推計所得税額 

   ※３万円×（本人＋扶養親族数） 

②個人住民税所得割分減税可能額－令和６年度個人住民税所得割 

   ※１万円×（本人＋扶養親族数） 

方 法 
令和６年に入手可能な課税情報等をもとに、対象者・世帯へ確認書

又は申請書を送付し、振込口座に給付金を支給する。 

予算内訳 

低所得者支援給付金                            65,000 千円 

（非課税・均等割：600 世帯×100,000 円） 

（こども加算：100 人×50,000 円） 

定額減税補足給付金                           673,130 千円 

   （減税対象人数（納税義務者+扶養親族等人数）：21,000 人） 

事務費                                     34,483 千円 

歳出計                                          772,613 千円 

歳入 国・県支出金                             772,613 千円 
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教育部生涯学習スポーツ課                   ２ 

事業名 文化会館修繕工事 

事業費 6,136 千円 対象  

目 的 
空調設備の修繕を行うことにより、文化会館ホールの空調機能

を回復させる。 

内 容 
文化会館ホール空調設備について、一部設備の不具合による空

調機能の低下を改善するため修繕を行う。 

方 法 
冷温水発生機の開度調整弁（計８か所）・操作盤内の電装系部

品の取替及び冷却水回路溶接補修を行う。 

予算内訳 工事請負費 6,136 千円 

 

 

 


